
(証券コード：7271)

平成26年６月６日

株 主 各 位

三重県伊賀市緑ケ丘中町3860番地

代表取締役社長 安永 暁俊

第68回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第68回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年６月23日(月曜日)午後５

時までに到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成26年６月24日(火曜日) 午前10時

2. 場 所 三重県伊賀市緑ケ丘中町3860番地

株式会社安永 本社 厚生館２階会議室

(後記「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 １．第68期(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)

事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役

会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第68期(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)

計算書類の内容報告の件
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決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役５名選任の件

第３号議案 補欠監査役２名選任の件

第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く

ださいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、この「招集ご通

知」をお持ちいただきますようお願い申しあげます。

◎招集通知添付書類並びに株主総会参考書類の記載事項を修正する必要が生じた場

合 は、 修 正 後 の 事 項 を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト

（http://www.fine-yasunaga.co.jp）に掲載いたしますのでご了承ください。
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(添付書類)

事 業 報 告

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済政策への期待から円高

是正や株価上昇が進み、さらには雇用・所得環境の改善に消費税増税前の駆け込

み需要が加わり、景気は回復傾向が続きました。

当社グループの主要販売先である自動車業界は、北米と中国の二大市場を中心

に海外需要が拡大しました。国内においては、一昨年のエコカー補助金終了の影

響を、新型車の投入効果と消費税増税前の駆け込み需要が補い、販売・生産は前

年度を上回りました。

このような企業環境下、当連結会計年度の業績は、売上高314億39百万円（前年

同期比7.4％減少）、営業利益６億14百万円（前年同期は太陽電池関連ワイヤソー

在庫の棚卸資産評価損計上により、３億32百万円の営業損失）、経常利益は海外子

会社への貸付金に対して為替評価益を計上したことに伴い６億80百万円（前年同

期は２億75百万円の経常損失）、当期純利益３億75百万円（前年同期は５億24百万

円の当期純損失）となりました。

エンジン部品事業は、好調なインドネシアでの販売は増加したものの、国内に

おける大口顧客向けの販売が減少したことに加え、海外新拠点での立上げ費用等

が利益面のマイナス要因となった結果、売上高225億65百万円（前年同期比12.1％

減少）、営業利益６億56百万円（前年同期比51.8％減少）となりました。

機械装置事業は、主力の自動車向け工作機械は国内の設備投資動向の影響を受

け低調となりましたが、前連結会計年度に棚卸資産評価損を計上した太陽電池関

連のワイヤソー在庫の販売が進み、検査測定装置の販売も寄与した結果、売上高

54億５百万円（前年同期比6.5％増加）、営業損失70百万円（前年同期は18億63百

万円の営業損失）となりました。

環境機器事業は、省エネ型エアーポンプ及びディスポーザシステムの販売が増

加した一方、為替の影響や仕入れコストの増加が利益面のマイナス要因となった

結果、売上高30億93百万円（前年同期比7.7％増加）、営業利益94百万円（前年同

期比19.3％減少）となりました。

運輸事業及びサービス事業を含む、その他の事業は、売上高３億75百万円（前

年同期比9.5％増加）、営業利益11百万円（前年同期比60.6％減少）となりました。

なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。
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製品別売上状況

（単位：百万円、比率：％)

区 分

第 67 期 第68期(当連結会計年度)

（平成24年4月 1日から
平成25年3月31日まで） （平成25年4月 1日から

平成26年3月31日まで）
金 額 構成比 金 額 構成比

エ ン ジ ン 部 品 25,674 75.6 22,565 71.8

機 械 装 置 5,077 14.9 5,405 17.2

環 境 機 器 2,871 8.5 3,093 9.8

そ の 他 342 1.0 375 1.2

合 計 33,966 100.0 31,439 100.0

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施しました設備投資の総額は58億29百万円で、そ

の主要なものはエンジン部品製造設備であります。

(3) 資金調達の状況

特記事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社グループは、グループ企業価値の向上に努めるとともに、グローバル化が

進む中、お客様に信頼される技術・製品・サービスを創造し、高い付加価値を提

供し続ける企業を目指して、以下の項目を重点施策として取り組んでまいります。

① ものづくり力を強化し最高品質の追求

② アジア地域を基盤とした海外戦略の強化

③ 将来の安定成長を目指した新事業の育成

④ 株主価値の向上及び営業利益、キャッシュフロー重視の経営戦略

⑤ グローバル化に適応する人材確保、育成

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援・ご鞭撻を賜ります

ようお願い申しあげます。
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(5) 財産及び損益の状況の推移

（単位：百万円)

区 分
第 65 期 第 66 期 第 67 期

第 68 期
(当連結会計年度)

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

売 上 高 36,445 36,314 33,966 31,439

経常利益又は経常損失(△） 2,494 1,055 △275 680

当期純利益又は当期純損失（△） 1,728 882 △524 375

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） 144.47円 73.78円 △43.82円 31.35円

総 資 産 28,211 30,397 29,768 31,965

純 資 産 10,428 10,937 10,529 10,920

1 株 当 た り 純 資 産 額 871.67円 914.27円 880.12円 912.83円

(注) 1.１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数(自己株式を控除した株式数)により算出
しております。

2.第65期は、当社グループの主要販売先である自動車業界は、国内ではエコカー補助金終了の
反動減等により、新車販売台数は減少しました。一方で、海外では中国を筆頭に新興国が好
調を維持し、北米でも市場回復が見られました。このような状況下、徹底したコスト削減と
安定した収益確保に努め、二期連続の赤字から脱却し、黒字転換することができました。そ
の結果、売上高は364億45百万円、経常利益は24億94百万円、当期純利益は17億28百万円と
なりました。

3.第66期は、当社グループの主要販売先である自動車業界は、国内では下半期後半からの新車
投入やエコカー補助金の効果等により、新車販売台数は増加し、また海外では世界最大市場
である中国の新車販売に減速傾向が見られましたが、新興国や北米市場は好調を維持しまし
た。一方、太陽電池業界においては、欧州市場の伸び悩みや太陽電池価格の下落により市場
環境は低迷を続けました。このような企業環境下、売上高は363億14百万円、経常利益は10
億55百万円、当期純利益は８億82百万円となりました。

4.第67期は、当社グループの主要販売先である自動車業界は、国内ではエコカー補助金や新車
投入効果で新車販売台数（軽自動車含む）は前年度比9.6％増の521万台と、５年ぶりに500
万台を上回りました。海外では中国市場に復調の兆しが見られ、北米や東南アジアの市場も
好調に推移しました。一方、太陽電池業界は、日本をはじめアジアを中心に今後の需要拡大
が見込まれるものの、世界的な供給過剰や価格下落により企業淘汰が進むなど、市場環境は
厳しい状況が続きました。このような企業環境下、売上高は339億66百万円、経常損失は２
億75百万円、当期純損失は５億24百万円となりました。

5.第68期は、前記「事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況

重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主要な事業内容

安 永 エ ア ポ ン プ ㈱ 70百万円 100.00％
各種エアーポンプ及びディスポ
ーザの製造販売

安 永 ク リ ー ン テ ッ ク ㈱ 70百万円 100.00％ ディスポーザシステムの製造販売

安 永 運 輸 ㈱ 50百万円 100.00％ 一般貨物自動車運送

安 永 総 合 サ ー ビ ス ㈱ 10百万円 100.00％
給食及びビルメンテナンス等の
サービス業

韓 国 安 永 ㈱ 10,300百万ウォン 100.00％ エンジン部品の製造販売

ピーティー ヤスナガ インドネシア 54,957百万ルピア 99.98％
エンジン部品及びエアーポンプ
の製造販売

ヤスナガ タイランド カンパニー リミテッド 300 百 万 バ ー ツ 100.00％
エンジン部品及び工作機械の製
造販売

山 東 安 永 精 密 機 械 有 限 公 司 903万元 100.00％ 工作機械及びその部品の製造販売

上海安永精密切割機有限公司 437万元 100.00％
ワイヤソー本体及びその加工用
工具部品の販売・サービス

ヤスナガ コーポレーション アメリカ 30 万 米 ド ル 100.00％ エンジン部品の販売

ヤスナガ シンガポール ピーティーイー リミテッド 45万シンガポールドル 100.00％ 検査測定装置のサービス

(注) 1.連結子会社は11社であります。当期の連結売上高は314億39百万円(前年同期比7.4％減少)、
連結経常利益は６億80百万円(前年同期は２億75百万円の経常損失)、連結当期純利益は３億
75百万円(前年同期は５億24百万円の当期純損失)であります。

2.当社は、当連結会計年度においてヤスナガ タイランド カンパニー リミテッドの第三者
割当増資として、同社株式175千株を578百万円(175百万バーツ)で取得いたしました。

3.ヤスナガ シンガポール ピーティーイー リミテッドは、平成25年12月13日開催の当社取
締役会において解散及び清算することを決議しております。
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(7) 主要な事業内容

当社グループは、エンジン部品、機械装置、環境機器の製造販売を主たる事業

としており、これらの主要品目は次のとおりであります。

区 分 主 要 品 目

エ ン ジ ン 部 品

コネクティングロッド、シリンダーヘッド、
シリンダーブロック、カムシャフト、クランクシャフト、
エキゾーストマニホールド、ベアリングキャップ、
ラッシュアジャスター他

機 械 装 置
トランスファーマシン、ＮＣ工作機械、
マイクロフィニッシャー、リークテスト機、ワイヤソー、
外観検査装置、レーザセンサ、リニアモータ他

環 境 機 器
浄化槽用・医療健康機器用・燃料電池用・活魚輸送用・
鑑賞魚用等の各種エアーポンプ、ディスポーザシステム他

そ の 他
運送業
ビルメンテナンス・工場清掃・社員給食・福祉用具の
レンタル等のサービス業他
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(8) 主要な営業所及び工場

当社

① 本 社 三重県伊賀市

② 工 場 本 社 工 場 三重県伊賀市

西 明 寺 工 場 三重県伊賀市

キャスティング工場 三重県伊賀市

ゆ め ぽ り す 工 場 三重県伊賀市

名 張 工 場 三重県名張市

安永エアポンプ㈱ 東京都墨田区

安永クリーンテック㈱ 東京都墨田区

安永運輸㈱ 三重県伊賀市

安永総合サービス㈱ 三重県伊賀市

韓国安永㈱ 韓国・全羅北道

ピーティー ヤスナガ インドネシア インドネシア・セラン県

ヤスナガ タイランド カンパニー リミテッド タイ・ラヨーン県

山東安永精密機械有限公司 中国・山東省

上海安永精密切割機有限公司 中国・上海市

ヤスナガ コーポレーション アメリカ アメリカ・イリノイ州

ヤスナガ シンガポール ピーティーイー リミテッド シンガポール
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(9) 従業員の状況

①企業集団の従業員数

従業員数 前連結会計年度末比増減

1,586名 17名増

(注) 従業員数は常時雇用就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グル
ープ外から当社グループへの出向者を含む。)であります。

②当社の従業員数

従業員数 平均年齢 平均勤続年数

701名(男性641名・女性60名） 39.0歳 15.8年

(注) 従業員数は常時雇用就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含
む。)であります。

(10) 主要な借入先

借 入 先 借 入 額

百万円

株 式 会 社 百 五 銀 行 1,769

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,653

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,306

株 式 会 社 中 京 銀 行 737

株 式 会 社 り そ な 銀 行 730
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2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 40,000,000株

(2) 発行済株式の総数 12,938,639株

(3) 株 主 数 5,163名 （前事業年度末比74名増）

(4) 大 株 主

株 主 名 持株数 持株比率

千株 ％

有 限 会 社 Ｙ Ａ Ｓ Ｎ Ａ Ｇ 2,151 17.98

安 永 社 員 持 株 会 689 5.76

安 永 暁 俊 359 3.00

浅 井 裕 久 355 2.97

名 古 屋 中 小 企 業 投 資 育 成 株 式 会 社 245 2.04

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 230 1.92

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 188 1.57

株 式 会 社 百 五 銀 行 160 1.33

株 式 会 社 り そ な 銀 行 160 1.33

興 銀 リ ー ス 株 式 会 社 158 1.32

(注) 持株比率は、自己株式（975,222株）を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当または重要な兼職の状況

＊取 締 役 社 長 安 永 暁 俊

常 務 取 締 役 稲 田 稔 Ｒ＆Ｄ本部長兼Ｒ＆Ｄ部長

常 務 取 締 役 浅 井 裕 久 管理本部長

取 締 役 菊 川 光 良

取 締 役 相 談 役 高 崎 征 輝

常 勤 監 査 役 吉 輪 久 次

監 査 役 安 部 美 範

監 査 役 小 路 貴 志
公認会計士、税理士、小路公認会計士事務
所代表、㈱小路企画代表取締役、㈱ユー・
エス・ジェイ社外監査役

(注) 1.＊印は、代表取締役を示しております。
2.平成25年6月21日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって、福岡雅彦氏が取締役を退任
いたしました。

3.監査役の安部美範氏、小路貴志氏は、社外監査役であり、東京証券取引所へ届出た独立役員
であります。

4.監査役小路貴志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相
当程度の知見を有しております。

5.小路公認会計士事務所、㈱小路企画、㈱ユー・エス・ジェイと当社とは特別な関係はござい
ません。
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(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

人 数 報酬等の総額

取 締 役 ６名 126百万円

監 査 役 ３名 26百万円

合 計 ９名 153百万円

(注) 1.報酬等の総額は、役員報酬、役員退職慰労引当金繰入であります。
2.使用人兼務取締役の使用人分給与（使用人分賞与）は含まれておりません。
3.上記監査役のうち、社外監査役に対する報酬等の総額は、２名で10百万円であります。

(3) 社外役員に関する事項

①主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況

監 査 役 安 部 美 範

当期開催の取締役会20回のうち全て、また監
査役会13回のうち全てに出席致しました。

取締役会ならびに監査役会においては、企業
経営について十分な知識と経験を有してお
り、大所高所からの適切な発言を行っており
ます。

監 査 役 小 路 貴 志

当期開催の取締役会20回のうち全て、また監
査役会13回のうち全てに出席致しました。

取締役会ならびに監査役会においては、公認
会計士及び税理士の資格を有していることか
ら、財務及び会計の観点のほか、必要に応
じ、議案審議等に関して発言を適宜行ってお
ります。

②責任限定契約の内容の概要

会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法

令の定める最低限度額としております。
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5. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①当社が支払うべき報酬等の額 25百万円

②当社及び当社子会社が支払うべき金銭
　その他の財産上の利益の合計額

25百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商
品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないこ
とから、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

特に定めておりません。

なお、当社の重要な子会社のうち、ピーティー ヤスナガ インドネシア、韓国

安永㈱及びヤスナガ タイランド カンパニー リミテッドは、当社の会計監査人以

外の監査法人の監査を受けております。
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6. 会社の体制及び方針

当社は基本方針に基づき、業務の適正性を確保していくとともに、今後もより効

果的な内部統制システムの構築を目指して、継続的な改善を図ってまいります。基

本方針は下記のとおりとなっております。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

①代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会（社外弁護士を含

む）」を設置し、遵守に関する体制をコンプライアンス規程に定め、当社の経

営理念及び基本方針に基づく「安永社員の行動規範」を制定する。

②遵守の徹底と定着化を図るため、ＣＳＲ推進部署を設け、コンプライアンス

の取り組みを横断的に総括し、同部署が中心になりコンプライアンス教育・

啓発を行う。

③内部監査部署は、コンプライアンスの状況を監査し、その結果はその重要性

に応じ代表取締役及び監査役に報告する。

④社内及び社外の通報・相談・問い合わせシステムとして「コンプライアンス

相談窓口」を設け、企業活動の健全性と適合を確保する。

⑤反社会的勢力に対しては、「安永企業行動規範」及び「安永社員の行動規範」

に基づき毅然とした態度で排除する。

　 総務担当部署を反社会的勢力及び団体への対応統括部署とし、当該部署の

担当役員を不当要求防止責任者とする。平素から警察、弁護士等の外部専門

機関と関係を構築し、不当要求には外部専門機関と連携して組織的に対応す

る。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的方法

（以下、文書等という）に記録し、保存する。

②取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧で

きるものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①リスク管理規程を定め、代表取締役社長を委員長とする「ＣＳＲ委員会」を

設置し、業務に係るリスクの管理は各部門・部署が実施する。

②ＣＳＲ推進部署は、全社のリスクを横断的に総括し、必要に応じて支援・提

言を行う。

③内部監査部署は、リスク管理の状況を監査し、その結果は、その重要性に応

じ代表取締役及び監査役に報告する。
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(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①戦略や目標を定めた中期経営計画を策定し、その達成のための諸施策を年度

事業計画に反映させ、予算化等を行い、月次の取締役会で取締役の業務執行

状況の監視・監督を行う。

②取締役会は、取締役及び社員が共有する全社的な目標に対するレビュー・分

析、付議案件及び改善策の検討・指示など、多面的な議論・審議・決議を行

う。

③組織規程等により、各組織単位の職務権限及び意思決定のルールを定め、効

率的な職務の執行を行う。

(5) 当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①当社及びグループ各社における内部統制システムの構築を目指し、当社にグ

ループ各社全体の内部統制を担当するＣＳＲ推進部署を設け、当社及びグル

ープ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等

が効率的に行われるシステムを構築する。

②当社及びグループ各社の取締役は、各部門及びグループ各社の業務施行の適

正を確保する内部統制システムの確立と運用の権限と責任を有する。

③当社はグループ各社を指導・育成するが、グループ各社の自主性を尊重しつ

つ事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。また、必

要に応じてモニタリングを行う。

④内部監査部署は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を当

社及びグループ各社の取締役及び監査役に報告する。

⑤当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、虚偽記載が発生

するリスクを管理し、不備があれば是正していく内部監査体制を強化する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

①監査役は、その職務を補助すべき使用人が必要とした場合は、内部監査部署

等の所属社員に監査業務に必要な事項を指示することができるものとする。

指示を受けた社員は要望した事項を実施し、その結果を直接監査役に報告す

る。

②監査役より指示を受けた社員は、その指示に関して、取締役及び所属部署責

任者等の指揮命令は受けないものとする。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関す

る体制

①取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及びグル

ープ会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアン

ス相談窓口への通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。

②報告の方法（報告するべき事項及び報告時期等）については、取締役と監査

役との協議により決定した方法による。
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(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査役は、意思決定の過程及び業務執行状況を把握するために、取締役会等

の重要会議に出席する。また、必要に応じて文書等閲覧し、取締役または使

用人にその説明を求めることとする。

②監査役は、代表取締役、監査法人、内部監査部署とそれぞれ定期的、または

随時に意見交換を行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

(注) 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(平成26年３月31日現在)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) 百万円 (負 債 の 部) 百万円

流 動 資 産 16,029 流 動 負 債 13,000

現 金 及 び 預 金 4,346 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 4,233

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 6,713 短 期 借 入 金 2,500

商 品 及 び 製 品 858 1年内返済予定の長期借入金 2,162

仕 掛 品 1,568 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 60

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,475 未 払 金 2,735

繰 延 税 金 資 産 224 未 払 法 人 税 等 48

未 収 入 金 259 賞 与 引 当 金 429

そ の 他 595 工 事 損 失 引 当 金 15

貸 倒 引 当 金 △12 設 備 関 係 支 払 手 形 266

リ ー ス 資 産 減 損 勘 定 113

そ の 他 435

固 定 資 産 15,936 固 定 負 債 8,044

有 形 固 定 資 産 14,725 社 債 1,160

建 物 及 び 構 築 物 4,122 長 期 借 入 金 6,417

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 4,298 繰 延 税 金 負 債 0

工 具、 器 具 及 び 備 品 378 退 職 給 付 に 係 る 負 債 294

土 地 2,097 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 74

建 設 仮 勘 定 3,827 環 境 対 策 引 当 金 20

資 産 除 去 債 務 74

そ の 他 2

負 債 合 計 21,045

(純資産の部)

無 形 固 定 資 産 91 株 主 資 本 10,765

の れ ん 22 資 本 金 2,142

そ の 他 69 資 本 剰 余 金 2,114

利 益 剰 余 金 6,839

自 己 株 式 △330

投 資 そ の 他 の 資 産 1,119 その他の包括利益累計額 154

投 資 有 価 証 券 644 その他有価証券評価差額金 221

繰 延 税 金 資 産 153 為 替 換 算 調 整 勘 定 50

そ の 他 332 退職給付に係る調整累計額 △117

貸 倒 引 当 金 △11 少 数 株 主 持 分 0

純 資 産 合 計 10,920

資 産 合 計 31,965 負 債 及 び 純 資 産 合 計 31,965
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連 結 損 益 計 算 書

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

科 目 金 額

百万円 百万円

売 上 高 31,439

売 上 原 価 27,425

売 上 総 利 益 4,013

販売費及び一般管理費 3,399

営 業 利 益 614

営 業 外 収 益

受 取 利 息 14

受 取 配 当 金 13

為 替 差 益 160

受 取 賃 貸 料 25

そ の 他 57 271

営 業 外 費 用

支 払 利 息 101

社 債 発 行 費 21

減 価 償 却 費 22

そ の 他 58 204

経 常 利 益 680

特 別 利 益

　固 定 資 産 売 却 益 8 8

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 0

減 損 損 失 35

固 定 資 産 除 却 損 40

そ の 他 2 78

税金等調整前当期純利益 610

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 121

法 人 税 等 調 整 額 112 234

少数株主損益調整前当期純利益 375

少 数 株 主 利 益 0

当 期 純 利 益 375
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連結株主資本等変動計算書

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 首 残 高 2,142 2,114 6,571 △330 10,498

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △107 △107

当 期 純 利 益 375 375

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 267 267

当 期 末 残 高 2,142 2,114 6,839 △330 10,765

その他の包括利益累計額

少数株主
持分

純資産
合計その他有価証券

評 価 差 額 金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 首 残 高 207 △176 ― 30 0 10,529

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △107

当 期 純 利 益 375

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

14 227 △117 123 0 123

当 期 変 動 額 合 計 14 227 △117 123 0 391

当 期 末 残 高 221 50 △117 154 0 10,920
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連結注記表

1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等

　連結の範囲に関する事項

　 連結子会社の数 11社

　 安永エアポンプ㈱

　 安永クリーンテック㈱

　 安永運輸㈱

　 安永総合サービス㈱

　 韓国安永㈱(韓国)

　 ピーティー ヤスナガ インドネシア(インドネシア)

　 ヤスナガ タイランド カンパニー リミテッド(タイ)

　 山東安永精密機械有限公司(中国)

　 上海安永精密切割機有限公司(中国)

　 ヤスナガ コーポレーション アメリカ(米国)

　 ヤスナガ シンガポール ピーティーイー リミテッド(シンガポール)

ヤスナガ シンガポール ピーティーイー リミテッドは、平成25年12月13日開催の当社取締役会

において、解散及び清算することを決議しております。

　持分法の適用に関する事項

　 該当事項はありません。

　連結子会社の事業年度等に関する事項

在外連結子会社は、決算日が12月31日であるので、連結計算書類の作成にあたっては、12月31日

現在の計算書類を利用しておりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

なお、他の連結子会社の決算日は全て連結決算日と一致しております。
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　会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　 ① 有価証券

その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

時価のないもの 　移動平均法による原価法

　 ② デリバティブ

　時価法を採用しております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ契約について

は、時価評価せず、その金銭の受払の純額を金利変換の対象となる負債に係る利息に加減して

処理しております。

　 ③ たな卸資産

　貸借対照表価額は、原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定

　 ａ 製品・仕掛品

　 機械装置 個別法による原価法

　 エンジン部品及び環境機器 総平均法による原価法

ｂ 原 材 料 総平均法による原価法

ｃ 貯 蔵 品 総平均法及び最終仕入原価法による原価法

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

(リース資産を除く)

定率法(在外連結子会社は一部定額法)

但し、当社及び国内連結子会社における平成10年４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、

取得時に全額費用として処理する方法によっております。

② 無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法

なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によ

っております。

但し、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転外フ

ァイナンス・リ

ース取引に係る

リース資産

該当事項はありません。

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。
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　(3) 重要な引当金の計上基準

　 ① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　 ② 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上

しております。

　 ③ 役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しておりま

す。

　 ④ 環境対策引当金

　廃棄物の処分費用に備えるため、廃棄物処分計画に基づき当連結会計年度対応分を計上してお

ります。

　 ⑤ 工事損失引当金

　受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における未引渡工事のうち損失の

発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を

計上しております。

　(4) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

　完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工

事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用しております。

　(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

　なお、在外子会社の資産、負債及び収益並びに費用は、在外子会社の決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて

計上しております。

　(6) 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

　(7) のれんの償却方法及び償却期間

　のれんは、５年間で均等償却しております。
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　(8) 退職給付に係る会計処理の方法

　 ①退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる

方法については、期間定額基準によっております。

　 ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（13年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。

　過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（２

年）による定額法により按分した額を、発生連結会計年度から費用処理しております。

　会計方針の変更

　退職給付に係る会計処理の方法

(1) 当該会計方針の変更の内容

退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更

し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上いたしました。

(退職給付に関する会計基準第35項本文及び退職給付に関する会計基準の適用指針第67項本文に掲

げられた定めは除く。)

(2) 会計方針の変更理由

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日改正)及び「退職給付

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日改正)

(3) 連結計算書類の主な項目に対する影響額

当連結会計年度末のその他の包括利益累計額(退職給付に係る調整累計額)が117百万円減少して

おります。

(4) 遡及適用をしなかった理由及び当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期

当該会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従い、第34項の適用に伴うものを当連結会計年

度末から適用し、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額(退職給付に係る調整累計額)

に加減しております。
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2. 連結貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 31,915百万円

　(2) 担保に供している資産

　 ①工場財団抵当

建物及び構築物 934百万円

機械装置及び運搬具 1,258百万円

土地 360百万円

計 2,553百万円

　 ②工場財団以外の抵当

建物及び構築物 77百万円

土地 46百万円

計 124百万円

合計 2,677百万円

　 上記担保資産に対する債務

短期借入金 1,550百万円

長期借入金 7,135百万円

(１年内返済予定額を含む）

計 8,685百万円

　(3) 偶発債務

インドネシアの連結子会社(ピーティー ヤスナガ インドネシア)は、インドネシア関税消費

税総局より、保税工場における過年度の在庫移動差異に係る輸入関税等の追徴請求を受けました。

同社はこれを不服として異議申立書を提出しましたが却下されたため、平成25年12月19日に国税

裁判所に提訴しております。

　なお、追徴請求を受けている金額は9,735百万ルピア(83百万円：12月末為替レート)であり、既

に仮納付を行っていますが、追徴請求対象となる在庫移動差異の内容が関税消費税総局からも開

示されず、裁判の見通しが予測できない状況であるため、現時点で損益に与える影響額を見積も

ることは困難であります。

　(4) 百万円未満の金額は切り捨てて表示しております。

3. 連結損益計算書に関する注記
　 百万円未満の金額は切り捨てて表示しております。

― 24 ―



4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
　(1) 発行済株式総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 12,938 ― ― 12,938

　(2) 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 975,222 ― ― 975,222

　(3) 新株予約権に関する事項

　 該当事項はありません。

　(4) 配当に関する事項

　 ① 配当金支払額等

決 議
株式の
種類

配当金
の総額
(百万円)

1株
当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成25年6月21日
定時株主総会

普通株式 47 4.00 平成25年3月31日 平成25年6月24日

平成25年11月7日
取締役会

普通株式 59 5.00 平成25年9月30日 平成25年12月9日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定
株式の
種類

配当金
の総額
(百万円)

配当の
原資

1株
当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成26年6月24日
定時株主総会

普通株式 59 利益剰余金 5.00 平成26年3月31日 平成26年6月25日

　(5) 百万円未満の金額は切り捨てて表示しております。
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5. 金融商品に関する注記
　(1)金融商品の状況に関する事項

　 ①金融商品に対する取組方針

当社グループは、主にエンジン部品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必

要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、

また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、投機的な取引は行

わない方針であります。

　 ②金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グロー

バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒され

ております。

　投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスク

に晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。また、その一部には、

原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。

　借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日

後、最長で７年後であります。
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　 ③金融商品に係るリスク管理体制

a 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、債権管理に関する規程に従い、営業債権について、各事業部門における営業部が

主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理すると

ともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会

社についても、当社の債権管理に関する規程に準じて、同様の管理を行っております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、

格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸

借対照表価額により表わされています。

b 市場リスク（為替等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、

また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

c 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、

手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

d 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた

め、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

e 信用リスクの集中

当期の連結決算日現在における営業債権のうち23％が特定の大口顧客に対するものであり

ます。
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　(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりませ

ん。((注)2.参照)

(単位：百万円)
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

【1】 現金及び預金 4,346 4,346 ―

【2】 受取手形及び売掛金(純額) 6,700 6,700 ―

【3】 未収入金(純額) 259 259 ―

【4】 投資有価証券 ―

　その他有価証券 642 642 ―

　 資産計 11,949 11,949 ―

【1】 支払手形及び買掛金 4,233 4,233 ―

【2】 短期借入金 2,500 2,500 ―

【3】 未払金 2,735 2,735 ―

【4】 未払法人税等 48 48 ―

【5】 設備関係支払手形 266 266 ―

【6】
社債(１年内償還予定の社債

を含む)
1,220 1,217 △2

【7】
長期借入金(１年内返済予定

の長期借入金を含む)
8,579 8,342 △236

負債計 19,583 19,344 △239

(注) 金利スワップの特例処理について、ヘッジ対象と一体として取扱い、当該デリバティブ取

　 引の時価をヘッジ対象の時価に含めて記載しております。
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(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

【1】現金及び預金、【2】受取手形及び売掛金、【3】未収入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

【4】投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

また、その他有価証券において、種類ごとの取得原価、連結貸借対照表計上額及びこれらの差

額については次のとおりであります。

(単位：百万円)

　 区 分
連結貸借対照表

計上額
取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
　 株式 632 310 321
　 小 計 632 310 321
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
　 株式 10 12 △1
　 小 計 10 12 △1
　 合 計 642 322 319
(※) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
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負債

【1】支払手形及び買掛金、【2】短期借入金、【3】未払金、【4】未払法人税等、

【5】設備関係支払手形

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

【6】社債(１年内償還予定の社債を含む)

これらの時価は、元利金の合計額を、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割

り引いた現在価値によって算定しております。

【7】長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む)

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引

いた現在価値によって算定しております。

デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　 金利関連

(単位：百万円)
ヘッジ会計

の方法

デリバティブ

取引の種類等
主なヘッジ対象 契約額等

契約額のうち

1年超
時価

金利スワッ

プの特例処

理

支払固定・

受取変動
長期借入金 514 514 (注)

　(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理さ

　 れているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 2
　これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要

すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、

「資産【4】投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

6. １株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 912.83円

(2) １株当たり当期純利益 31.35円

7. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表

(平成26年３月31日現在)

科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) 百万円 (負 債 の 部) 百万円

流 動 資 産 14,325 流 動 負 債 11,675
現 金 及 び 預 金 2,086 支 払 手 形 393
受 取 手 形 273 買 掛 金 3,060
売 掛 金 6,266 短 期 借 入 金 2,500
電 子 記 録 債 権 452 1年内返済予定の長期借入金 2,069
商 品 及 び 製 品 496 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 60
仕 掛 品 1,736 未 払 金 2,398
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 810 未 払 費 用 80
前 払 費 用 29 未 払 法 人 税 等 14
繰 延 税 金 資 産 212 前 受 金 84
未 収 入 金 482 預 り 金 250
短 期 貸 付 金 1,206 賞 与 引 当 金 379
未 収 消 費 税 等 261 設 備 関 係 支 払 手 形 258
そ の 他 22 リ ー ス 資 産 減 損 勘 定 113
貸 倒 引 当 金 △11 そ の 他 12

固 定 資 産 14,806 固 定 負 債 7,379
有 形 固 定 資 産 8,810 社 債 1,160
建 物 2,289 長 期 借 入 金 6,003
構 築 物 84 繰 延 税 金 負 債 47
機 械 及 び 装 置 2,789 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 72
車 輌 運 搬 具 7 環 境 対 策 引 当 金 20
工 具、 器 具 及 び 備 品 267 資 産 除 去 債 務 74
土 地 1,911
建 設 仮 勘 定 1,459

負 債 合 計 19,054
(純資産の部)

株 主 資 本 9,856
資 本 金 2,142

無 形 固 定 資 産 58 資 本 剰 余 金 2,114
ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権

50
6

資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金

2,104
10

施 設 利 用 権 1
利 益 剰 余 金 5,929
利 益 準 備 金 255
そ の 他 利 益 剰 余 金

投 資 そ の 他 の 資 産 5,937 別 途 積 立 金 2,800
投 資 有 価 証 券 644 繰 越 利 益 剰 余 金 2,874
関 係 会 社 株 式 2,857
出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金

0
2,370 自 己 株 式 △330

長 期 前 払 費 用 38
前 払 年 金 費 用 21
そ の 他 11 評 価 ・ 換 算 差 額 等 221
貸 倒 引 当 金 △7 その他有価証券評価差額金 221

純 資 産 合 計 10,077
資 産 合 計 29,132 負 債 及 び 純 資 産 合 計 29,132
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損 益 計 算 書

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

科 目 金 額

百万円 百万円

売 上 高 27,259

売 上 原 価 24,475

売 上 総 利 益 2,784

販売費及び一般管理費 2,256

営 業 利 益 527

営 業 外 収 益

受 取 利 息 37

受 取 配 当 金 85

受 取 賃 貸 料 44

受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 57

そ の 他 42 267

営 業 外 費 用

支 払 利 息 90

社 債 発 行 費 21

賃 貸 収 入 原 価 16

そ の 他 19 148

経 常 利 益 645

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2 2

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 0

減 損 損 失 20

固 定 資 産 除 却 損 39

リ ー ス 解 約 損 2

そ の 他 0 62

税 引 前 当 期 純 利 益 585

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 22

法 人 税 等 調 整 額 109 132

当 期 純 利 益 453
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株主資本等変動計算書

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 首 残 高 2,142 2,104 10 2,114

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計

当 期 末 残 高 2,142 2,104 10 2,114

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益剰余金

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 首 残 高 255 2,800 2,527 5,583 △330 9,510

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △107 △107 △107

当 期 純 利 益 453 453 453

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 346 346 346

当 期 末 残 高 255 2,800 2,874 5,929 △330 9,856
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評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

百万円 百万円 百万円

当 期 首 残 高 207 207 9,717

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △107

当 期 純 利 益 453

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

14 14 14

当 期 変 動 額 合 計 14 14 360

当 期 末 残 高 221 221 10,077
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個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項
　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式 移動平均法による原価法

② その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定)

時価のないもの 移動平均法による原価法

　(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

　時価法を採用しております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ契約について

は、時価評価せず、その金銭の受払の純額を金利変換の対象となる負債に係る利息に加減して

処理しております。

　(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貸借対照表価額は、原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定

　 ① 製品・仕掛品

　 機械装置 個別法による原価法

　 エンジン部品 総平均法による原価法

② 原 材 料 総平均法による原価法

③ 貯 蔵 品 総平均法及び最終仕入原価法による原価法

　(4) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

(リース資産を除く)

定率法

但し、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)につ

いては、定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、

取得時に全額費用として処理する方法によっております。

② 無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法

なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によ

っております。

但し、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法によっております。
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③ リース資産

所有権移転外フ

ァイナンス・リ

ース取引に係る

リース資産

該当事項はありません。

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

④ 長期前払費用 定額法

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によ

っております。
　(5) 引当金の計上基準

　 ① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　 ② 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う

分を計上しております。

　 ③ 退職給付引当金

ａ 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、計上しております。

　退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

ｂ 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法

については、期間定額基準によっております。

ｃ 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（13年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しておりま

す。

　過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（２

年）による定額法により按分した額を、発生連結会計年度から費用処理しております。

ｄ 未認識数理計算上の差異及び過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と

異なります。

　 ④ 役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

　 ⑤ 環境対策引当金

　廃棄物の処分費用に備えるため、廃棄物処分計画に基づき当事業年度対応分を計上しており

ます。

　(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
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2. 表示方法の変更
貸借対照表

前事業年度において「受取手形」に含めておりました「電子記録債権」（前事業年度165百万円）に

ついては、重要性が高まったため、当事業年度より区分掲記しております。

3. 貸借対照表に関する注記
(1) 関係会社に対する短期金銭債権 3,093百万円

(2) 関係会社に対する長期金銭債権 2,370百万円

(3) 関係会社に対する短期金銭債務 383百万円

(4) 有形固定資産の減価償却累計額 27,961百万円

　(5) 担保に供している資産

　 ①工場財団抵当

建物 934百万円

機械及び装置 1,258百万円

土地 360百万円

計 2,553百万円

　 ②工場財団以外の抵当

建物 77百万円

土地 46百万円

計 124百万円

合計 2,677百万円

　 上記担保資産に対する債務

短期借入金 1,550百万円

長期借入金 7,135百万円

(１年内返済予定額を含む)

計 8,685百万円

　(6) 保証債務

関係会社のリース会社からの割賦購入債務及び借入金に対する債務保証

ピーティー ヤスナガ インドネシア 515百万円

　(7) 百万円未満の金額は切り捨てて表示しております。
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4. 損益計算書に関する注記
　(1) 関係会社との取引高

　売 上 高 2,059百万円

　仕 入 高 等 1,024百万円

　営業取引以外の取引高 93百万円

(2) 百万円未満の金額は切り捨てて表示しております。

5. 株主資本等変動計算書に関する注記
　(1) 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 975,222 ― ― 975,222

　(2) 百万円未満の金額は切り捨てて表示しております。

6. 税効果会計に関する注記
　(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　 ①流動資産

　 (繰延税金資産)

たな卸資産評価損否認額 181百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 131百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 3百万円

未払法定福利費 18百万円

繰越欠損金 183百万円

繰越外国税額控除 46百万円

繰越試験研究費税額控除 32百万円

その他 10百万円

繰延税金資産小計 609百万円

評価性引当額 △394百万円

繰延税金資産合計 215百万円

　 (繰延税金負債)

未収配当金 △2百万円

繰延税金負債合計 △2百万円

繰延税金資産の純額 212百万円
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　 ②固定資産

　 (繰延税金資産)

役員退職慰労引当金否認額 25百万円

投資有価証券評価損否認額 21百万円

関係会社株式評価損否認額 12百万円

ゴルフ会員権評価損否認額 12百万円

減損損失 36百万円

リース減損損失 39百万円

減価償却費償却超過額 15百万円

環境対策引当金否認額 13百万円

資産除去債務 25百万円

その他 16百万円

繰延税金資産小計 219百万円

評価性引当額 △159百万円

繰延税金資産合計 60百万円

　 (繰延税金負債)

前払年金費用 △7百万円

その他有価証券評価差額金 △98百万円

資産除去債務 △2百万円

繰延税金負債合計 △108百万円

繰延税金資産の純額 △47百万円

　(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な項目別の内訳

法定実効税率 37.61％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.45％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △4.44％

住民税均等割等 0.85％

評価性引当額の減少 △9.27％

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 3.67％

その他 △7.28％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.59％
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7. リースにより使用する固定資産に関する注記
　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末

　 残高相当額

取得価額相当額
(百万円)

減価償却累計額
相当額

(百万円)

減損損失累計額
相当額

(百万円)

期末残高相当額
(百万円)

機 械 及 び 装 置 3,964 2,436 1,280 247

合計 3,964 2,436 1,280 247

　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 294百万円

１年超 149百万円

合計 443百万円

リース資産減損勘定の残高 113百万円

　(3) 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額、リース資産減損勘定取崩額

支払リース料 313百万円

減価償却費相当額 236百万円

支払利息相当額 26百万円

リース資産減損勘定取崩額 232百万円

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

　(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。
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8. 関連当事者との取引に関する注記

　子会社等

属性 名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

主要な事業の
内 容

議決権の
所有割合

(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円）

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等
(人)

営業上
の取引

子会社
ピ ー テ ィ ー
ヤ ス ナ ガ
インドネシア

イ ン ド
ネ シ ア
セラン県

54,957
百万ルピア

エンジン部品
環境機器

99.98
兼 任 １
出 向 ２
当社社員１

部品販売
半製品の

購入

債務
保証
(注)1

515 ― ―

貸付金
の増加
(注)2

150

関係
会社
短期

貸付金

150

貸付金
の減少

220

関係
会社
長期

貸付金
(１年内
を含む)

257

子会社
安 永
エアポンプ㈱

東 京 都
墨 田 区

70 環境機器 100.00
兼 任 １
出 向 １

―

貸付金
の増加
(注)2

2,790 関係
会社
短期

貸付金

750

貸付金
の減少

2,660

子会社 韓 国 安 永 ㈱ 韓 国
10,300

百万ウォン
エンジン部品 100.00

兼 任 ３
出 向 ２

―
貸付金
の増加
(注)2

1,154

関係
会社
長期

貸付金

1,854

子会社

ヤ ス ナ ガ
タ イ ラ ン ド
カ ン パ ニ ー
リ ミ テ ッ ド

タ イ
300

百万バーツ

エンジン部品
機械装置

100.00
兼 任 ２
出 向 １
当社社員１

生産設備の販売

貸付金
の増加
(注)2

400

関係
会社
長期

貸付金

400

機械
装置

の売却
(注)3

1,415 売掛金 1,415

(注) 1 ピーティー ヤスナガ インドネシアのリース会社からの割賦購入債務及び借入金に対する
債務保証を行ったものです。なお、保証料は受領しておりません。

2 受取利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりま
せん。

3 生産設備の販売等については市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

9. １株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 842.39円

(2) １株当たり当期純利益 37.93円

10. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

― 41 ―



連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成26年５月16日

株式会社安永

取締役会御中

有限責任 あ ず さ 監 査 法 人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 安 藤 泰　行 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 久 野 誠 一 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社安永の平成25年４月１日から平成26

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結

株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結

計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対す

る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基

準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求

めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続きが実施さ

れる。監査手続きは、当監査法人の判断により、不正または誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表

示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表

明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査

手続きを立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、

監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、株式会社安永及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成26年５月16日

株式会社安永

取締役会御中

有限責任 あ ず さ 監 査 法 人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 安 藤 泰　行 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 久 野 誠 一 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社安永の平成25年４月１日か

ら平成26年３月31日までの第68期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資

本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部

統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附

属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認め

られる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細

書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための

手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附

属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制

の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、

状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に

関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討

することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第68期事業
年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告
書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通

を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会そ

の他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、

本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

　また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保す

るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め

る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され

ている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその

構築及び運用の状況について、定期的に報告を受け、必要に応じて説明を

求め、意見を表明いたしました。

　子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の

交換を図り必要に応じて子会社から事業の報告をうけました。以上の方法

に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討

いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計

算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成

17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、

必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係

る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損

益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いた

しました。
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２．監査の結果

(１)事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務遂行に関しては、不正の行為又は法令若しくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

(２)計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

(３)連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

平成26年５月20日

株式会社 安 永 監査役会

常 勤 監 査 役 吉　輪 久 次 ㊞
社 外 監 査 役 安 部 美 範 ㊞
社 外 監 査 役 小 路 貴 志 ㊞

　

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は、長期的な経営基盤の強化に努めるとともに、安定的な配当の継続を

基本方針としております。従いまして、剰余金の処分につきましては、成長に

必要な設備投資などのため内部留保を考慮して、総合的な判断により利益還元

を図っていく所存です。

　上記方針を勘案し、当期における期末配当金に関しましては、次のとおりと

致したいと存じます。

期末配当に関する事項

1．配当財産の種類

金銭

2．株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円

総額 59,817,085円

(注) 中間配当を含めますと、年間の配当金は１株につき10円となり、前事業

年度に比べ１円の増配となります。

　

3．剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年６月25日
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第２号議案　取締役５名選任の件

　本総会終結の時をもって取締役５名は任期が満了となりますので、取締役５

名の選任をお願い致したいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

１

安
や す な が あ き と し

永 暁 俊

(昭和48年2月13日)

平成10年10月

359,680株

　当社入社

平成13年7月

　当社よりヤスナガ・コーポレーション

　アメリカへ出向(ゼネラル マネージャー)

平成17年6月

　ノースウェスタン大学ケロッグ校卒業

　(経営学修士)

平成17年9月

　当社管理本部付部長

平成18年7月

　当社管理本部長

　ヤスナガ コーポレーション アメリカ

　プレジデント
平成19年6月

　当社取締役事業本部部品生産管理部長

平成20年4月

当社取締役事業本部部品事業部生産管理部長

平成21年2月

　当社取締役事業本部部品事業部副事業部長

平成21年4月

　当社取締役部品事業部副事業部長

平成23年1月

　当社取締役(社長付)

平成23年4月

　当社代表取締役社長(現任)
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

２

稲
い な だ

田　 稔
みのる

(昭和33年12月2日)

昭和56年4月

27,700株

　当社入社

平成16年4月

　当社電子機器部門長代理

平成16年10月

　ＹＡＳＵＮＡＧＡ Ｓ＆Ｉ㈱代表取締役社長

平成21年4月

　当社ＣＥ事業部開発部門長兼Ｓ＆Ｉ部門長

平成22年4月

　当社ＣＥ事業部開発部門長兼研究開発部長

平成23年4月

　当社Ｒ＆Ｄ本部長兼Ｒ＆Ｄ部長兼

　 ＣＥ事業部開発部門長兼研究開発部長
平成23年6月

　当社取締役Ｒ＆Ｄ本部長兼Ｒ＆Ｄ部長兼

　 ＣＥ事業部開発部門長兼研究開発部長
平成24年4月

　当社取締役Ｒ＆Ｄ本部長兼Ｒ＆Ｄ部長兼

　 ＣＥ事業部開発担当
平成25年4月

　当社常務取締役Ｒ＆Ｄ本部長兼Ｒ＆Ｄ部長（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

３

浅
あ さ い ひ ろ ひ さ

井 裕 久

(昭和28年3月18日)

昭和51年4月

355,300株

　当社入社

平成14年3月

　当社生産部門西明寺工場部長

平成16年4月

　当社部品部門製造部統括部長

平成17年4月

　当社事業本部部品製造部門長

平成18年1月

当社事業本部部品品質保証部長兼部品生産管理部長

平成18年4月

　当社事業本部部品管理部門長兼部品生産管理部長

平成18年6月

当社取締役事業本部部品管理部門長兼部品生産管理

部長
平成19年6月

当社取締役管理本部長

平成19年10月

当社取締役管理本部長兼総務部長

平成20年7月

　当社取締役管理本部長兼人事部長

平成21年6月

　当社常務取締役管理本部長兼人事部長

平成24年12月

ヤスナガ タイランド カンパニー リミテッド

プレジデント
平成25年4月

　当社常務取締役管理本部長（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

４
※

堀
ほ り か わ じ ゅ ん じ

川 純 二

(昭和32年8月13日)

昭和55年4月

7,916株

　当社入社

平成元年12月

　当社より米国ゼネラルプロダクツデラウェアー

　コーポレーションへ出向

平成16年8月

当社よりピーティー ヤスナガ インドネシアへ

出向（プレジデント）

平成23年9月

　当社部品事業部付部長

平成24年4月

　当社部品事業部付副事業部長

平成25年4月

　当社部品事業部長（現任）

５
※

小
こ た に ひ さ ひ ろ

谷 久 浩

(昭和39年2月13日)

昭和61年4月

20,464株

　当社入社

平成16年4月

　当社工機部門長代理

平成16年10月

当社工機部門長

平成19年11月

　当社工機事業部長

平成25年４月

　当社ＣＥ事業部長（現任）

　

(注) １．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
　 ２．※印の候補者は新任取締役候補者であります。
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第３号議案　補欠監査役２名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２

項の規定に基づき、予め補欠監査役２名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案における選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、

取締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただ

きます。

　また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

１

塚
つ か も と

本　佳
よ し ひ で

秀

(昭和32年2月21日)

昭和54年4月

19,272株

　当社入社

平成11年4月

　当社管理本部企画グループ長

平成13年1月

　当社経営企画室経理グループ長

平成18年11月

当社よりピーティー ヤスナガ インドネシアへ

出向(ファイナンス ディレクター)

平成22年11月

当社管理本部本部付グループ長

平成23年6月

　当社監査室室長(現任)

２

上
う え や ま ひ で み

山 秀 実

(昭和22年2月15日)

昭和49年9月

8,400株

　司法試験合格

昭和51年4月

　弁護士資格取得

昭和54年3月

　法律事務所開業

昭和62年2月

　三重県弁護士会副会長

昭和62年6月

　当社監査役

平成4年6月

　当社監査役退任

平成7年6月

　当社監査役

平成15年6月

　当社監査役退任

(現在に至る)

(注) 1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2.補欠監査役候補者上山秀実氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
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3.上山秀実氏を補欠の社外監査役候補者とした理由、及び社外監査役の職務を執行できると判

断した理由は、過去に当社社外監査役としての実績があり、また弁護士としての専門知識・

経験等を有することなどを総合的に勘案したためであります。

4.上山秀実氏は、補欠監査役としてご承認いただいた後、監査役に就任した場合には、会社法

第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結す

る予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額として

おります。

　

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

　取締役 菊川光良、高崎征輝の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了に

より退任されますので、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相

当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することと致したいと存じます。

　なお、具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存

じます。

　退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

菊
き く か わ み つ よ し

川 光 良
平成15年6月 当社取締役

（現在に至る）

高
た か さ き

崎　征
ま さ て る

輝

平成13年6月 当社取締役

平成15年6月 当社代表取締役常務

平成18年7月 当社代表取締役社長

平成23年4月 当社代表取締役相談役

平成25年4月 当社取締役相談役

（現在に至る）

以 上
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至大阪

至奈良・大阪 伊賀上野駅 JR関西本線

中瀬I.C.

至名古屋

伊
賀
鉄
道

上
野
市
駅

至亀山・名古屋

至大阪

上野東I.C.

名阪国道
(国道25号線)

友生I.C.

LIXIL

LIXIL

緑ケ丘
郵便局

株式会社安永　本社工場

伊賀神戸駅 近鉄大阪線 至伊勢・名古屋

文

文

株主総会会場ご案内図

(三重県伊賀市緑ケ丘中町3860番地
株式会社安永 本社 厚生館２階会議室
℡0595(24)2111 )

●お車で……大阪より名阪国道 友生I.C.経由約70分

名古屋より名阪国道 友生I.C.経由約80分

●近鉄と伊賀鉄道で……上野市駅より車で約10分

なお、次の時間に当社送迎車両を運行しますので、ご利用ください。

伊賀鉄道・上野市駅前 午前９時15分発

午前９時45分発


